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午後２時 ００分  開会  

【松村計 画課長】  それで は、ただ いまから 府中市都 市計画 審議

会を開会 していた だきた いと存 じま すが、開会 の前に、 警視庁 の

人事異動 に伴いま して、○ ○前府 中 警察署長 に代わり 、○○府 中

警 察 署 長 が ９ 月 ２ ２ 日 付 で 府 中 市 都 市 計 画 審 議 会 委 員 に 委 嘱 さ

れ ま し た の で 、 一 言 ご 挨 拶 い た だ き た い と 存 じ ま す 。 ○ ○ 委 員 、

よろしく お願いい たしま す。  

【委員】  失礼し ます。今 、ご紹介 いただき ました府 中警察 署長

の○○と 申します 。  

 私が着 任いたし ました のが８ 月２ ２日でご ざいます。 ○○前 署

長の後任 として着 任いた しまし て、 ○○前署 長同様、 引き続き 府

中 の ま ち の 安 全 、 安 心 の た め 全 力 投 球 で ま い り た い と 思 い ま す 。

引き続き のご指導 、ご支 援、よ ろし くお願い いたしま す。  

【松村計 画課長】  あり がとう ござ いました 。  

 それで は、ただ いまから 開会し て いただき たいと存 じます。 開

会に先立 ちまして、 都市整 備部長の 青木より ご挨拶申 しあげ ます 。 

【青木都 市整備部 長】  委員の皆 様 、こんにち は。本 日は、お 忙

しい中、 ご出席く ださい まして 、誠 にありが とうござ います 。  

 本日の ご審議い ただく 案件で ござ いますが、一 つ目と いたし ま

して、府中都 市計画 地区計 画天神町 一丁目地 区地区計 画の決 定に

ついて、二 つ目と いたしま して、府 中都市計 画生産緑 地地区 の変

更につい て、三つ 目が府 中都市計 画 公園第２・ ２・３０ 号押立 町

公園の変 更に係る 原案に ついて の３ 件でござ います。よ ろしく ご

審議を賜 りますよ うお願 い申し あげ まして、ご挨 拶とさ せてい た
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だきます 。  

 どうぞ よろしく お願い いたし ます 。  

【松村計 画課長】  それ では、○ ○ 会長、よろ しくお 願いい たし

ます。  

【議長】  本日は 、月初め 、委員 の 皆さんに つきまし ては、 大変

忙しい中 、この ように 出席を賜 りま して、あ りがと うござ います。 

 では、 これから 始めて いきた いと 存じます 。  

 本日の 都市計画 審議会 の出欠 の状 況でござ いますが、 ○○委 員

が業務の ため欠席 という 連絡を いた だいてお ります。 また、本 日

の会議の 開催の可 否でご ざいま すが 、定足数に達 してお ります の

で、本日 の会議は 有効と いうこ とで ございま す。  

 また、本 日の議 事録の署 名人で ご ざいます が、府中 市都市計 画

審議会運 営規則第 １３条 第２項 によ りまして、議 事録に は議長 及

び議長が 指名する 委員が 署名す るも のとなっ ておりま すので、 私

のほうか ら指名さ せてい ただい てよ ろしいで しょうか 。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいます 。 では、本日 の議事 録署名 人で

ございま すが、議 席番号 ７番、○ ○ 委員、議席 番号８ 番、○○ 委

員にお願 いいたし ます。  

 また、本日の 開催に つきまし て、傍聴の希 望者が２ 名おり ます。

傍聴につ きまして 許可し てよろ しい でしょう か。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいます 。 異議なし というこ とで、 ２名

の傍聴者 の方に入 ってい ただき たい と思いま す。よろし くお願 い
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します。 しばらく お待ち いただ きた いと思い ます。  

（傍聴者 入室）  

【議長】  では、 これか ら始め てい きたいと 思います 。  

 本日の 議事日程 に従い まして、 日 程第１、第 １号議 案、府中 都

市 計 画 地 区 計 画 天 神 町 一 丁 目 地 区 地 区 計 画 の 決 定 を 議 題 と し た

いと存じ ます。  

 それで は議案の 説明を お願い いた します。  

【角倉計 画課長補 佐】  そ れでは、 ただいま 議題とな りまし た第

１号議案、府 中都市 計画地 区計画天 神町一丁 目地区地 区計画 の決

定につき ましてご 説明い たしま す。  

 本件に つきまし ては、本 年８月１ ０日開催 の当審議 会にお きま

して、ご審 議の上、 可決い ただきま した府中 都市計画 地区計 画天

神町一丁 目地区地 区計画 の原案 につ いて、地区計 画の決 定を行 う

ため、今 回、当審 議会に お諮り する ものでご ざいます 。  

 本件に つきまし ては、８ 月１０ 日 の審議会 以後、８ 月２９日 か

ら９月１ ２日の間 で縦覧 を行う とと もに、８月２ ９日及 び９月 ５

日 に 、 都 市 計 画 法 第 １ ６ 条 に 基 づ き 地 権 者 に 説 明 を 行 い ま し た 。

その後、東 京都と 協議を行 い、１０ 月４日付 で東京都 知事の 協議

を終了し、都 市計画 法第１ ７条の規 定に基づ き１０月 ５日か ら１

０月１９ 日までの ２週間 、縦覧を 行 いました。 なお、縦 覧期間 中

の意見書 の提出は ござい ません でし た。  

 本 年 ８ 月 １ ０ 日 開 催 の 当 審 議 会 に ご 審 議 い た だ い た 内 容 と 変

わりはご ざいませ んが、内 容につい て改めて ご説明さ せてい ただ

きます。  
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 それで は、詳細に つきま してはパ ソコンを 用いまし てご説 明い

たします 。前方を ご覧く ださい 。  

 こちら は、当該 計画地 の位置図 で す。図面の 表示は、 上が北 方

向 と な っ て い ま す 。 計 画 地 は 東 京 農 工 大 学 農 場 の 南 東 に 位 置 し 、

いちょう 通りと美 術館通 りの交 差す る天神町 一丁目地 区で、図 で

赤く標記 された場 所にな ります 。  

 名称で ございま すが、「 天神町 一 丁目地区 地区計画 」です 。  

 位置は、 府中市 天神町 一丁目地 内 、面積は、 約２．８ ヘクタ ー

ルです。  

 地区計 画の目標 につい ては、本地 区は府中 市のほぼ 中央に 位置

し、京王線 府中駅 から北へ 約１キ ロ メートル の距離に ある、い ち

ょ う 通 り 沿 道 の 集 合 住 宅 を 中 心 と し た 住 宅 地 と し て 開 発 さ れ た

地 区 で す 。 周 辺 に は 、 東 京 農 工 大 学 や 都 立 府 中 の 森 公 園 が あ り 、

地 区 の 東 側 は 低 層 住 宅 を 中 心 と し た 緑 に 囲 ま れ た 良 好 な 住 環 境

が形成さ れていま す。  

 府中市 都市計画 マスタ ープラ ンに おいては、中 密度住 宅ゾー ン

に位置づ けられて おり、低 層住宅と 中高層住 宅が調和 した良 好な

居住環境 の形成を 誘導し ていま す。 さらに、府 中市地 域まちづ く

り条例に 基づき、 天神町地 区まち づ くり誘導 地区・誘 導計画が 指

定・策定さ れてお り、同計 画にお い て、いちょ う通り 沿道地 区と

して、周辺 と調和 した美し い沿道 景 観の形成 を目指し 、幹線道 路

沿道にふ さわしい 土地利 用を図 るこ ととして おります 。  

 これら のことか ら、本地 区では、 周辺の豊 かな緑と 調和し たま

ちなみを 創出する ととも に、いちょ う通りの 環境や景 観に配 慮し
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た 、 安 全 、 快 適 な 居 住 環 境 を 形 成 す る こ と を 目 標 と い た し ま す 。 

 続きま して、区 域の整 備、開 発及 び保全に 関する方 針です 。  

 土地利 用の方針 では、周 辺の豊か な緑と調 和したま ちなみ を形

成し、環境 や景観 に配慮し た安全、 快適なま ちづくり を進め てい

くため、本 地区を 三つに区 分し、そ れぞれの 土地利用 の方針 を定

めます。  

 赤線で 囲まれて いる区 域が、地 区 計画区域 となりま す。本地 区

を、スクリ ーンに 水色で示 してお り ます「いち ょう通 り沿道Ａ 地

区 」 と 、 黄 色 で 示 し て お り ま す 「 い ち ょ う 通 り 沿 道 Ｂ 地 区 」 と 、

緑色で示 しており ます「い ちょう 通 り沿道Ｃ 地区」の ３地区に 分

けており ます。  

 いちょ う通り沿 道Ａ地 区は、約 １ ．２ヘクタ ールで、 沿道の 緑

化などに よる緑豊 かなま ちなみ を形 成すると ともに、幹 線道路 沿

道 の 環 境 整 備 と 景 観 に 配 慮 し た 中 高 層 住 宅 地 と し て の 土 地 利 用

を図るこ ととして おりま す。  

 いちょ う通り沿 道Ｂ地 区は、約 １ ．５ヘクタ ールで、 幹線道 路

沿道の美 しい景観 を形成 すると とも に、周辺のま ちなみ と調和 の

とれた土 地利用を 図るこ ととい たし ます。  

 いちょ う通り沿 道Ｃ地 区は、約 ０ ．１ヘクタ ールで、 戸建住 宅

を基本と した、ゆと りある 住宅地と しての土 地利用を 誘導す るこ

ととしま す。  

 続きま して、地 区施設の 整備の 方 針ですが、 歩行者 に対して 安

全でゆと りのある 歩行空 間を形 成す るため、いち ょう通 りの天 神

町幼稚園 バス停付 近の歩 道沿い、及 びいちょ う通り沿 道Ａ地 区の
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区 画 道 路 ３ 号 及 び 区 画 道 路 ４ 号 に 沿 っ て 歩 道 状 空 地 を 整 備 い た

します。地 区の中 心動線と して、沿 道に緑地 帯を配置 した緑 豊か

で安全性 の高い区 画道路 を整備 し、ゆとりあ るまちな みを形 成し

ます。第１ 号公園 及び第２ 号公園 は 、地域住民 が利用 しやすい 公

園とし、休 息スペ ースを備 えた配 置 計画とい たします 。いちょ う

通り沿道 Ａ地区の 道路に 面する 部分 には、道路沿 いに連 続した 緑

地を配置 し、公園や 緑地と つながる 緑のネッ トワーク を形成 いた

します。  

 続いて 、建築物 等の整 備の方 針で すが、４ 点ござい ます。  

 １点目 は、魅力 的なまち なみを 形 成し、圧迫 感の軽 減を図る た

め、地区の 区分に 応じた建 築物の 敷 地面積の 最低限度 、壁面の 位

置 の 制 限 及 び 壁 面 後 退 区 域 に お け る 工 作 物 の 設 置 の 制 限 を 定 め

ます。  

 ２点目 には、周辺 の住宅 地と調和 する良好 なまちな みを形 成す

るため、 建築物等 の高さ の最高 限度 を定めま す。  

 ３点目 は、景観 に配慮し たまち な みを形成 するため 、建築物 等

の形態又 は色彩そ の他の 意匠の 制限 を定めま す。  

 ４ 点 目 は 、 緑 と う る お い の あ る 安 全 な 市 街 地 を 形 成 す る た め 、

垣 又 は さ く の 構 造 の 制 限 及 び 建 築 物 の 緑 化 率 の 最 低 限 度 を 定 め

ます。  

 続きま して、地区 整備計 画の地区 施設の配 置及び規 模につ きま

して、ご説 明いた します。 地区内 の 地区施設 といたし まして 、道

路、公園 、その他 の公共 空地を 位置 付けます 。  

 まず、道 路でご ざいます が、地区 内の都市 計画道路 以外の 水色
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で示す市 道、３－ ５８号、 ３－６ ４ 号、３－６ ６号及 び３－ ７０

号を位置 付けてお ります 。  

 続いて、 公園で ございま すが、緑 色で示し ておりま す地区 内の

公園、天 神町公園 及び天 神町第 三公 園を位置 付けてお ります 。  

 その他 の公共空 地です が、歩道 状 空地とし て、オレ ンジ色の 点

線で示す とおりの、 いちょ う通りの 天神町幼 稚園バス 停付近 の歩

道に沿っ て１メー トル以 上、黄色 の 点線で示 すとおり の、いち ょ

う通り沿 道Ａ地区 の３－ ６６号 及び ３－７０ 号に沿っ て０．５ メ

ー ト ル 以 上 、 ま た 、 環 境 緑 地 と し て 、 紫 色 の 点 線 で 示 す と お り 、

いちょう 通り沿道 Ａ地区 の道路 に面 する部分 に０．５メ ートル 以

上位置付 けており ます。  

 続きま して、建築 物等に 関する事 項につい てご説明 いたし ます 。 

 建築物 の敷地面 積の最 低限度 でご ざいます が、いちょ う通り 沿

道Ａ地区 では１， ０００平 方メー ト ル、いちょ う通り 沿道Ｃ地 区

では１０ ０平方メ ートル として 定め ます。  

 壁 面 の 位 置 の 制 限 で す が 、 計 画 図 を 用 い て ご 説 明 い た し ま す 。

い ち ょ う 通 り 沿 道 Ａ 地 区 、 い ち ょ う 通 り 沿 道 Ｂ 地 区 に お い て は 、

ス ク リ ー ン 上 に 表 示 す る 赤 点 線 で 標 記 さ れ る １ 号 壁 面 線 が 定 め

られてい る区域で は１．５ メート ル 以上、スク リーン 上に表示 す

る 水 色 点 線 で 標 記 さ れ る ２ 号 壁 面 線 が 定 め ら れ て い る 区 域 は １

メートル 以上とい たしま す。いちょ う通り沿 道Ａ地区 及びい ちょ

う 通 り 沿 道 Ｂ 地 区 の 壁 面 線 の 標 記 さ れ て い な い 隣 地 境 界 線 に お

きまして は、０． ５メート ル以上 と いたしま す。また 、いちょ う

通り沿道 Ｃ地区に おきま しては、道 路境界線 又は隣地 境界線 にお
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いては０ ．５メー トル以 上とい たし ます。  

 また、い ずれの 地区にお きまし て も、物置そ の他こ れらに類 す

る用途に 供し、軒 の高さ が２．３ メ ートル以 下で、か つ床面 積が

５平方メ ートル以 内であ るもの、ま たは自動 車車庫で 軒の高 さが

２．３メー トル以 下である ものに つ きまして は、この 制限につ い

ては適用 しません 。  

 次に、壁 面後退 区域にお ける工 作 物の設置 の制限で すが、い ち

ょ う 通 り 沿 道 Ａ 地 区 及 び い ち ょ う 通 り 沿 道 Ｂ 地 区 に つ き ま し て

は、壁面の 位置の 制限が定 められ て いる区域 のうち、 歩道状空 地

及び環境 緑地の区 域には 、門・塀、 その他の 工作物を 設置し ては

ならない こととい たしま す。ただ し 、電柱及び 緑化に 寄与する も

のにつき ましては 、この 限りで はな いことと いたしま す。  

 次に、建 築物等 の高さの 最高限 度 ですが、い ちょう 通り沿道 Ａ

地区、いち ょう通 り沿道Ｂ 地区で は ２５メー トル、い ちょう通 り

沿道Ｃ地 区では１ ０メー トルと いた します。  

 次に、建築 物等の 形態又 は色彩そ の他の意 匠の制限 でござ いま

すが、建築 物の外 壁、屋根 及び工 作 物の色彩 は、府中 市景観 計画

の色彩基 準に適合 したも のとし、屋 外広告物 等を設置 する場 合に

は、周囲の 景観と 調和す るよう、 色 彩、形態及 び設置 場所に 留意

したもの とするこ ととい たしま す。  

 次に、垣 又はさ くの構造 の制限 で すが、道路 に面し て設ける 垣

又はさく の構造は、 生垣又 は透過性 を有する フェンス としな けれ

ばならな いことと いたし ます。た だ し、垣又は さくの 基礎の部 分

のうち、高 さが０． ４メー トル以下 の部分に つきまし ては除 きま



 

11 
 

す。  

 次に、建 築物の 緑化率の 最低限 度 でござい ますが、 いちょう 通

り沿道Ａ 地区のみ 定め、 １５％ とい たします 。  

 以上で、府 中都市 計画地 区計画天 神町一丁 目地区地 区計画 の説

明を終わ ります。 よろし くご審 議を お願いい たします 。  

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 ただい ま第１号 議案に つきま して 説明を終 わりまし た。  

 それで は、これ から審議 に入り た いと存じ ます。何 かご質問 が

ありまし たら、お 願いし たいと 存じ ます。で は、○○ 委員。  

【委員】  ８ 月１０ 日の都 市計画審 議会で原 案が提出 されま した

が、その際、 都市計 画決定 までに説 明会を行 うという ことで した

けれども、 その説 明会は開 かれた の でしょう か。開か れた場合 に

は、どう いう反応 があっ たかお 聞か せくださ い。  

【角倉計 画課長補 佐】  本 件につ き ましては、 都市計 画法第１ ６

条 に 基 づ き ま し て 、 日 に ち 的 に は ２ 日 間 で ご ざ い ま す け れ ど も 、

地 権 者 の 方 ５ 団 体 に ご 説 明 を そ れ ぞ れ い た し ま し た と こ ろ で ご

ざいます。地 区計画 の原案 につきま して一通 りご説明 をした とこ

ろ、ご了承 いただ いたと いう状況 で 、特にご質 問とか、 そうい っ

たものは ございま せんで した。  

 以上で ございま す。  

【委員】 引き 続いて 、今、地権者の みという ことです けれど も、

周 辺 住 民 に 対 す る 説 明 会 と い う の は 実 施 さ れ て い な い の で す か 。 

【角倉計 画課長補 佐】  周 辺住民 に つきまし ては、広 報等を通 じ

まして、都 市計画 法第１７ 条の縦 覧 というこ とで、１ ０月５日 か
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ら１０月 １９日ま での期 間に、計画 課で縦覧 をいたし たとこ ろで

ございま す。この 間、意 見書の 提出 等はござ いません でした 。  

 以上で ございま す。  

【委員】  それで は、縦覧 のみで、 説明会を 具体的に 開いた わけ

ではない というこ とでよ ろしい でし ょうか。  

【角倉計 画課長補 佐】  法 定的な 手 続の中で は、縦覧 のみとい う

形で、説 明会は開 催して おりま せん 。  

 以上で ございま す。  

【委員】  では前 回、８月 １０日 に 言ってい たのは、 この地 権者

に対する 説明会と いうこ とだっ たの ですね。は い、あり がとう ご

ざいまし た。  

【議長】  よろし いです か。  

【委員】  はい。  

【議長】  他にご 意見が ござい まし たら。○ ○委員、 どうぞ 。  

【委員】  今の話 ですけ れども、 こ の地区全 体を考え て、市 民が

これまで 意見を出 してき た、地域別 のマスタ ープラン づくり に関

わってき た方たち への、自 分たちが 決めてき たことに 対する こと

で、この誘 導地区 がどうい うふう に 位置づけ られたか という、 そ

の 継 続 性 に つ い て ち ょ っ と 質 問 さ せ て い た だ き た い と 思 う の で

すけれど も、私もち ょっと 前に議会 で質問を させてい ただき まし

たら、この 誘導地 区を指 定して、 意 見を聞く という中 に、そ の人

た ち の 声 も 含 め て か か わ っ て も ら う よ う に さ せ て い く と い う 話

もいただ いたこと があり まして、今 回はそれ がどのよ うにな って

いたのか 。  
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 また、や はりこ ちらの 地域が、 特 に高さに ついて、 浅間山 から

の眺望等 も配慮す べきだ という 意見 が、特に強か ったよ うな地 域

だ と 思 い ま す 。 そ れ で 、 こ の ２ ５ メ ー ト ル の 高 さ と い う こ と で 、

私も前回、 再考を 求める意 見を言 わ せていた だいたの ですが、 こ

の地区全 体を今後 どのよ うに、この 高さ等に ついて検 討を進 める

ための市 としての 、今回や ったこ と でのやり にくさで すとか、 そ

れから、ま だまだ 美術館通 りとか い ちょう通 りの空間 が、この 住

宅 の 建 ぺ い 率 等 で ど う し て も 高 く な っ て し ま う よ う な こ と が あ

るかと私 自身思う のです が、今後の 市として の高層住 宅の考 え方

というの ですか、 そのあた りをど の ように、こ の都市 計画マス タ

ープラン との整合 性を考 えてい るの か、そのあ たりに ついて、 ち

ょっと教 えてほし いと思 います 。  

【議長】  ありが とうご ざいまし た 。２点、ご 質問がご ざいま し

た。お答え をお願 いしたい と思い ま す。マスタ ープラ ンの委員 に

関わるこ とと、都 市計画マ スター プ ランに関 わること 、２点に つ

いて。  

【角倉計 画課長補 佐】  まず、委 員 さんのお 話の中で 、今回 この

計画を進 めるに当 たりま して、広く 地域の方 々のご意 見を聞 きな

がら、誘導 計画、誘 導の方 針をつ く ってまい りました 。この 方針

をもとに、 今回、地 区計画 の方針の 中にそれ を入れ込 ませて いた

だきまし て、地域の 方々の 広くいた だいたご 意見等を 入れさ せて

い た だ い た も の で ご ざ い ま す 。 ま ず そ れ が １ 点 目 で ご ざ い ま す 。 

 次に、今、 ご指摘 の中の 都市計画 マスター プランを 踏まえ た上

で、今回、 どうして いくの かとい う ことと、そ れから 全体の 美術
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館通り等 について も、どの ように展 開してい くのかと いうこ とだ

と思いま すけれど も、今 回、地区 計 画につき ましては 、誘導 計画

の地区か らします と、ほ んの一部 で ございま す。今後、 その周 り

の地区に おきまし ても、ま だ大規 模 な土地が、 畑とか いろいろ な

ものが残 っている ところ もござ いま すので、同様 の用途 地域で あ

るという こともご ざいま すので、地 域の盛り 上がりと いうこ とも

あるので すが、そ ういった ものを と らえなが ら、今後 また地域 に

広げてい くような 検討を してま いり たいと思 います。  

 また、都市 計画マ スター プランに 対する説 明をどう するか とい

うことだ と思いま すが、 これにつ き ましては、 基本的 には、私 ど

も府中市 としては、 府中市 全域に地 区計画を 何とかつ くって いき

たいとい うふうに 考えて いると ころ でござい ますけれ ども、や は

り地域の 方々の権 利制限 を伴う もの でござい ますので、 これが 今

回、なかなか ちょっ とやり づらいと ころもあ ったとこ ろでご ざい

ますけれ ども、今 後とも地 域の方 々 に入って いった中 で、いろ い

ろ ご 協 議 を さ せ て い た だ き な が ら 地 区 を 広 げ て ま い り た い と い

うふうに 考えてお ります 。  

 以上で ございま す。  

【委員】  そうし ますと、 都市計画 マスター プランを 作成し た人

たちが、あ る意味、 核にな ってつ く ってきた 中で、今 でも位 置付

いている ことに関 しまし て、ちょっ と今後の 要望でも あるの です

け れ ど も 、 こ の 地 区 の 中 で 、 そ ん な に 広 く な い 今 回 の 誘 導 地 区 、

また、市が 進めて いこうと してお り ます、地域 別まち づくり方 針

という点 を、やは りそのと き話し 合 った委員 さんも含 めて、継 続
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的に地域 全体を考 えるよ うな、年 に 数回の、そ の地域 に開かれ た

都市計画 づくり、ま だこれ は次の計 画にも結 ぶことだ と思い ます

し、このよ うに点 で出てく るもの を もっと地 域で共有 して、今 後

のまちづ くりとい うもの を継続 的に 図れるよ うな、そん な地域 ご

との検討 委員会の 継続を 持たせ るよ うな、そのよ うな協 議会等 が

継続でき ないかな と思う のです。そ ういった 点につい ては今 後ど

のように 考えてい くのか、 少し方向 性があれ ば伺って おきた いと

思います 。  

【議長】  ただい ま問われ ました、 今後の継 続性ある 対策を どの

ような形 でするか という こと、 お答 え願いた いと思い ます。  

【角倉計 画課長補 佐】  地 域まちづ くり条例 のメニュ ーの中 には 、

こういっ た地域の いろい ろなま ちづ くりの検 討である とか、そ う

いったこ とがある 中では 、例え ば専 門家の派 遣である とか 、また、

そのまち づくりに 対する 助成、そう いった制 度も持っ ている とこ

ろ で ご ざ い ま す 。 今 後 、 そ う い っ た も の を 有 効 に 活 用 し な が ら 、

私 ど も も ま た 参 り ま す け れ ど も 、 そ う い っ た と こ ろ の 観 点 か ら 、

少しずつ でござい ますけ れども、都 市計画マ スタープ ランの 実現

に向けた 中で、いろ いろな このメニ ューを使 いながら 進めて まい

りたいと いうふう に考え ており ます 。  

 以上で ございま す。  

【委員】  では最 後に、ど うぞ地 域 住民の皆 さんと、 こうい った

変化が起 きてくる ことに 対して も合 意を得た り、また、 自分た ち

の地域を より考え られる ような 継続 性のもと で、地域ご との協 議

会という ものを開 催して いって ほし いと思い ます。  
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 以上で す。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。  

 他に何 かご質問 、ご要 望ござ いま すか。○ ○委員。  

【委員】  今、○○ 委員の 質問さ れ た１点目 の方で、 地域の 意見

を聞いて、 それを 取り入れ たとい う ことでし たが、せ っかくで す

から、どう いう点 を、具体 的に取 り 入れたと ころはど こか、 教え

てくださ い。  

【議長】  お答え 願いま す。  

【角倉計 画課長補 佐】  今回、地 域 の方々か らは、壁 面後退 であ

るとか、緑 地、こう いった ものを何 とか工夫 していた だけな いか

とか、ある いは、今 回、天 神町幼稚 園のバス 停付近が いちょ う通

りに面し てござい ますけ れども、こ ういった ところに ついて も何

か 工 夫 が で き な い か と い う よ う な ご 質 問 が あ っ た と こ ろ で ご ざ

います。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いでし ょうか 。  

【委員】  了解。  

【議長】  ○○委 員、ど うぞ。  

【委員】  私は市 の住民と いうこ と で、ちょっ と確認 だけさせ て

いただき ます。３ペ ージの 建築物の 敷地面積 の最低限 度とい うこ

とで、これ は沿道 Ａ地区が １，００ ０平方メ ートルと 出てお りま

すが、これは マンシ ョン１ 棟の敷地 面積とい うことの 理解で よろ

しいでし ょうか。  

【議長】  いかが ですか 。  
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【角倉計 画課長補 佐】  今、ご質 問 のあった ところ、 いちょ う通

り沿道Ａ 地区とい うこと になり ます けれども、こ の地区 につい て

は１，００ ０平方 メートル という こ とになっ ておりま すが、こ れ

はマンシ ョンの敷 地の単 位では ござ いません。こ れ以上 分割し て

しまいま すと、細 分化が図 られて し まいます ので、細 分化が将 来

的にも起 こらない ような に、今のう ちに対応 しておく もので ござ

います。  

 以上で ございま す。  

【委員】  あとも う１点、 それと同 じ敷地面 積の最低 限度な ので

すが、沿道 Ｃ地区 で、これ は１００ 平方メー トルと出 ており ます

が、これは一 戸建て の１戸 当たりの 敷地面積 というこ とで理 解さ

せていた だいてよ ろしい でしょ うか 。  

【角倉計 画課長補 佐】  当 該地区 に ついては、 １００ 平方メー ト

ル、今、委 員さんが 言われ ました よ うに、戸建 て住宅 を想定 した

中で誘導 してまい りたい という ふう に考えて おります 。  

【委員】  ありが とうご ざいま す。  

 それと、 あと最 後に建 築物の高 さ 、４ページ なので すが、高 さ

の最高限 度２５メ ートル と表示 され ておりま すが、これ はマン シ

ョンの階 高でいう と、私、 これを 簡 単に計算 したら、 ８階建 てぐ

らいの高 さという ことで 一応、単 純 に言って しまえば 、そんな 計

算でよろ しいでし ょうか 。  

【角倉計 画課長補 佐】  ２５メー ト ルという のは、今、 委員さ ん

のお話し されまし た、大 体、階高 に よります けれども 、７階 から

８階建て の中にお さまっ てくる もの でござい ます。  
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【委員】  ありが とうご ざいま す。  

 そうし ますと、 大体この ７階か ８ 階ぐらい で、この 地区は誘 導

されると いうこと ですね 。どう もあ りがとう ございま した。  

 以上で す。  

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 他にご 質問はあ ります でしょ うか 。○○委 員。  

【委員】  要望を 簡単に。 今回の 手 続では、先 ほど都 市計画 法第

１６条、第 １７条 の手続 をとられ て 、地権者の 説明会、 一般の 方

への縦覧 が行われ ていま すけれ ども 、一般の方々 につい ても説 明

会をして はいけな いとい うわけ では ありませ んので、な るべく 一

般 の 方 々 の 意 見 を 取 り 入 れ る 機 会 を 持 た れ た ら ど う で し ょ う か

と、要望 ですけれ ども、 してお きま す。  

【議長】  ありが とうご ざいます 。 １点、要望 という ことで、 こ

れはこの ままいい ですか 。  

【松村計 画課長】  手続き について は法律に 基づいた 形で対 応し

てまいり ました。  

【議長】  よろし いです ね。  

【松村計 画課長】  会長。 今回は 地 区計画で ございま して、 地区

計画自体 の制度に つきま しては、地 権者に対 するもの でござ いま

すので、これ までも ずっと 地権者に 対しての 説明をし てきて ござ

います。で ござい ますの で、なか な か、検討は してい たと思 うの

ですけれ ども、基 本的には 地権者 へ の説明と いうこと で、考え て

いきたい と思いま す。  

【議長】 今、お答え がありま した。地区計画 という範 囲の中 で、
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地権者に ご説明を すると いうこ とで すね。それで よろし いです か。 

【委員】  法令上 はそれで 手続は 通 りますけ れども、 できる限 り

そういう 説明会を 開いて いただ くと 、その後の手 続きも 円滑に 進

むと考え ています けれど も、そう い う要望で すけれど も、お願 い

いたしま す。  

【議長】  できる ならば という こと で、よろ しいです か。  

【委員】  はい。  

【議長】  他に何 かご質 問あり ます でしょう か。  

（「なし」 の声）  

【議長】  ご質問 がない ようです の で、第１号 議案、府 中都市 計

画 地 区 計 画 天 神 町 一 丁 目 地 区 地 区 計 画 の 決 定 に つ き ま し て 採 決

したいと 存じます 。  

 案のと おり異議 はない でしょ うか 。  

（「異議な し」の 声）  

【 議 長 】  あ り が と う ご ざ い ま す 。 第 １ 号 議 案 に つ き ま し て は 、

案のとお り決した いと存 じます 。あ りがとう ございま した。  

 では、続 きまし て、日程 第２、 第 ２号議案、 府中都 市計画 生産

緑地地区 の変更に ついて 、議題 とい たしたい と存じま す。  

 それで は議案の 説明を お願い いた します。よろ しくお 願いし ま

す。  

【山田公 園緑地課 長】  そ れでは、 ただいま 議題とな りまし た府

中都市計 画生産緑 地地区 の変更 につ きまして、ご 説明い たしま す。 

 本件は、生 産緑地 の機能 を維持す ることが 困難とな った生 産緑

地地区の 一部を廃 止する もの、及び 市街化区 域内にお いて適 正に
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管 理 さ れ て い る 農 地 等 に つ い て 生 産 緑 地 地 区 の 指 定 を 行 う も の

でござい ます。  

 なお、 本件は府 中市が 決定す る都 市計画で ございま す。  

 それで は恐れ入 ります、 第２号 議 案、資料の １ペー ジをお開 き

ください 。  

 第１の 種類及び 面積で ござい ます が、変更後の 生産緑 地地区 の

面積は、 約１０５ ．６３ ヘクタ ール でござい ます。  

 第２の 削除のみ を行う 位置及 び区 域でござ いますが、 削除と な

りますの が９件、 削除す る面積は 、 約６，９６ ０平方 メート ルで

ございま す。  

 削除の 理由とい たしま して、買取 り申出に 伴う公共 施設等 の用

地として の買取り 、又は行 為制限 の 解除、並び に公共 施設等の 用

地として の取得に より、生 産緑地の 機能を維 持するこ とが困 難と

なった生 産緑地地 区の一 部を廃 止す るもので ございま す。  

 恐れ入 ります、 ２ペー ジをお 開き 願います 。  

 第３の 追加のみ を行う 位置及 び区 域でござ いますが、 追加と な

りますの が４件、 追加す る面積は 、 約１，９０ ０平方 メート ルで

ございま す。  

 追加の 理由とい たしま して、農 業 との調整 を図り、 良好な都 市

環境の形 成に資す るため、 市街化区 域内にお いて適正 に管理 され

ている農 地等を指 定する もので ござ います。  

 なお、追 加指定 に当た りまして は 、農業委員 会より、 本年７ 月

１５日付 で、生産緑 地とし て適正で あるとの 了承の回 答をい ただ

いており ます。  
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 恐れ入 りますが 、３ペー ジをお 開 き願いま す。新旧 対照表で ご

ざ い ま す が 、 削 除 及 び 追 加 す る 地 区 の 面 積 と 位 置 に つ き ま し て 、

変更前と 変更後を 一覧表 にまと めた ものでご ざいます 。  

 下段の 変更概要 でござ います が、１の位置 の変更に つきま して

は、新旧対 照表の とおりで ござい ま す。２の区 域の変 更につき ま

しては、計 画図に より後ほ どご説 明 させてい ただきま す。３の 面

積の変更 につきま しては、 地区数は 変わらず ４６９件 となり ます 。

また、府中 市全体 の生産 緑地地区 の 面積は、約 １０６． １６ヘ ク

タールか ら約１０ ５．６ ３ヘクタ ー ルとなり、 約０．５ ３ヘク タ

ールの減 となりま す。  

 な お 、 本 件 の 都 市 計 画 変 更 案 に つ き ま し て は 、 都 市 計 画 法 第  

１９条の 規定に基 づき東 京都知 事と の協議を 行い、本年 ９月８ 日

付の協議 結果通知 で、特 に意見 はご ざいませ んでした 。  

 また、都 市計画 法第１７ 条の規 定 に基づき、 本年１ ０月５日 か

ら１０月 １９日ま での２ 週間、公 告 ・縦覧を行 いまし たが、意 見

書の提出 はござい ません でした 。  

 今後に つきまし ては、本 審議会 の 審議を経 た後、都 市計画変 更

の告示を 行う予定 でござ います 。  

 それで は、変更 の詳細に つきま し て、担当よ りご説 明をさせ て

いただき ます。  

【小林公 園緑地課 緑化推 進係長】  それでは、 府中都 市計画生 産

緑地地区 の個々の 地区に つきま して 、パソコンを 使いま してご 説

明させて いただき ます。  

 前方の スクリー ンをご 覧くだ さい 。スクリー ンの図 面は、お 手
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元 の 資 料 の ４ ペ ー ジ 以 降 の 計 画 図 と 同 じ も の を 表 示 し て お り ま

す。計画図 の表示 は、右下 の凡例 を ご覧くだ さい。緑 の縦じ ま部

分が既に 指定され ている 区域、緑の 塗りつぶ し部分が 追加す る区

域、赤の塗 りつぶ し部分が 削除す る 区域で、図 は上が 北となっ て

おります 。  

 初めに、 図面右 側、番号 １７、 地 区名、朝日 町、甲 州街道の 北

側 、 朝 日 町 通 り 、 警 察 大 学 校 の 西 側 に 位 置 し 、 平 成 ２ ３ 年 ５ 月   

１ ０ 日 に 主 た る 従 事 者 の 故 障 に よ り 買 取 り の 申 出 が な さ れ た も

の で 、 地 区 の 一 部 、 約 ９ ９ ０ 平 方 メ ー ト ル を 削 除 す る も の で す 。 

 続きま して、図 面中央、 番号６ ８ 、地区名、 白糸台、 白糸台 小

学校の北 東側、西 武鉄道多 摩川線 の 東側に位 置し、学 校拡張用 地

取得のた め、地区 の一部、 約１，３ ５０平方 メートル を削除 する

ものです 。  

 続きま して、図 面左側、 番号５ ３ ６、地区名 、紅葉 丘、甲州 街

道 の 北 側 、 西 武 鉄 道 多 摩 川 線 の 西 側 に 位 置 し 、 地 区 の 一 部 、 約   

４９０平 方メート ルを追 加する もの です。  

 ５ペー ジをご覧 くださ い。  

 図面左 側、番号 ７２、地 区名、 白 糸台、旧甲 州街道 の南側、 白

糸台通り の西側に 位置し、 平成２３ 年５月１ ０日に主 たる従 事者

の 故 障 に よ り 買 取 り の 申 出 が な さ れ た も の で 、 地 区 の 全 部 、 約   

８２０平 方メート ルを削 除する もの です。  

 続きま して、図 面右側、 番号１ ０ ８、地区名 、白糸 台、品川 街

道、京王線 の北側、 南白糸 台小学 校 の北東側 に位置し 、地区 の一

部、約２２ ０平方 メート ルを削除 す るもので、 削除に 伴い、東 側
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部分を番 号５７４ に分割 するも ので す。また、番 号５７ ４につ き

ましては 、地区 の一部 、約７ ０平方 メートル を追加す るもの です。 

 ６ペー ジをご覧 くださ い。  

 図面中 央左側、 番号１ １２、地 区 名、押立町 、白糸 台通り沿 い

東側、しみ ず下通 りの南側 に位置 し 、平成２３ 年５月 １０日に 主

たる従事 者の故障 により 買取り の申 出がなさ れたもの で、地区 の

一部、約 １，３１ ０平方 メート ルを 削除する ものです 。  

 続きま して、図 面中央 右側、番 号 １１９、地 区名、 押立町、 都

立 府 中 東 高 等 学 校 の 北 西 側 、 白 糸 台 通 り の 東 側 に 位 置 し 、 平 成  

２ ３ 年 ５ 月 １ ０ 日 に 主 た る 従 事 者 の 故 障 に よ り 買 取 り の 申 出 が

なされた もので、 地区の一 部、約５ ８０平方 メートル を削除 する

ものです 。  

 ７ペー ジをご覧 くださ い。  

 番号１ ８３、地 区名、若 松町、 人 見街道の 南側、航 空自衛 隊府

中基地の 東側に位 置し、平 成２３年 ３月２日 に主たる 従事者 の死

亡により 買取りの 申出が なされ たも ので、地区 の全部、 約８７ ０

平方メー トルを削 除する もので す。  

 ８ペー ジをご覧 くださ い。  

 番号２ ５７、地 区名、是 政、し み ず下通り の南側、 府中第 八小

学校の西 側に位置 し、地区 の一部、 約１８０ 平方メー トルを 追加

するもの です。  

 ９ペー ジをご覧 くださ い。  

 番号２ ６７、地 区名、是 政、府 中 街道の南 側、ＪＲ 南武線 の東

側に位置 し、平成２ ３年４ 月２８日 に主たる 従事者の 死亡に より
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買取りの 申出がな された もので、 地 区の一部、 約８０ ０平方メ ー

トルを削 除するも のです 。  

 １０ペ ージをご 覧くだ さい。  

 番号４ ２５、地 区名、四 谷、四 谷 保育所の 北東側、 四谷文 化セ

ンターの 西側に位 置し、道 路用地 と しての寄 付により 、地区の 一

部、約２ ０平方メ ートル を削除 する ものです 。  

 １１ペ ージをご 覧くだ さい。  

 番号５ ７５、地 区名、武 蔵台、 Ｊ Ｒ武蔵野 線沿い西 側、都 立多

摩総合医 療センタ ーの東 側に位 置し 、地区の全 部、約１ ，１６ ０

平方メー トルを追 加する もので す。  

 以 上 が 、 府 中 都 市 計 画 生 産 緑 地 地 区 の 変 更 の 説 明 と な り ま す 。 

 なお、お 手元の 封筒の中 にござ い ます図面 は、都市 計画変更 に

必要な図 書「府 中都市 計画生産 緑地 地区総括 図」で ござい まして、

府中市全 域の地図 に生産 緑地の 区域 を示した ものにな ります 。  

 以上で ございま す。よ ろしく ご審 議をお願 いいたし ます。  

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 第２号 議案、説 明を終 わりた いと 思います 。  

 これよ り審議を 始めた いと思 いま す。委員の皆 さんか ら何か ご

質問があ りました ら、お 願いい たし ます。○ ○委員、 どうぞ 。  

【委員】  今回、削 除を行 う区域 で すけれど も、中に 市が取 得を

する予定 のあるも のはど れでし ょう か。  

【議長】  お願い します 。  

【山田公 園緑地課 長】  削 除する 生 産緑地に つきまし て、市が 取

得を行う 地区でご ざいま すが、６８ 番の白糸 台二丁目 地内で ござ
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います。  

 それと ７２番、 白糸台 三丁目 地内 でござい ます。  

 次に、 １０８番 の白糸 台六丁 目地 内。  

 最後に なります が、４２ ５番の四 谷四丁目 地内の４ 件でご ざい

ます。  

 以上で ございま す。  

【 議 長 】  取 得 を さ れ た と こ ろ は ４ 件 と い う こ と で ご ざ い ま す 。 

【議長】  よろし いでし ょうか 。  

【委員】  その４ 件は、ど ういう利 用を予定 されてい ますで しょ

うか。  

【山田公 園緑地課 長】  そ れでは、 先ほど申 しあげま した順 番で

申しあげ ます。  

 ６８番 の白糸台 二丁目 地内に つき ましては、学 校拡張 用地で ご

ざいます 。  

 次に、７ ２番の 白糸台三 丁目地 内 につきま しては、 公共用地 と

いうこと でござい ます。  

 １０８ 番、白糸 台六丁 目地内 につ きまして は、道路 用地。  

 ４２５ 番の四谷 四丁目 地内に つき ましても、道 路用地 となっ て

ございま す。  

 以上で ございま す。  

【議長】  ４件、 よろし いでし ょう か。  

【委員】  はい、 ありが とうご ざい ます。  

【議長】  ほ かに皆 さんか ら何かご 質問はご ざいます でしょ うか 。

○○委員 どうぞ。  
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【 委 員 】  生 産 緑 地 が ど ん ど ん な く な っ て い る の で す け れ ど も 、

追加申請 という形 を行政 でとっ てい ただきま して、今回 もかな り

の面積、追 加申請 ができま したの で 、農家とし ては大 変喜んで お

るところ なのです。 この制 度をぜひ 続けてい っていた だきた いと

思ってい ますので 、要望 ですけ れど も、お願 いいたし ます。  

【議長】  わかり ました、 ありが と うござい ます。○ ○委員 のほ

うから要 望がござ いまし た。  

 皆さん から何か ござい ません でし ょうか。  

（「なし」 の声）  

【議長】  無いよ うですの で、第２ 号議案に つきまし て採決 をし

たいと思 います。  

 第２号 議案、府 中都市計 画生産 緑 地地区の 変更につ いて、案 の

とおり決 すること でよろ しいで しょ うか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  異議な しという ことで、 案のとお り決する ことと いた

します。 ありがと うござ いまし た。  

 では、続 きまし て、日程 第３、 第 ３号議案、 府中都 市計画 公園

第２・２・３ ０号押 立町公 園の変更 に係る原 案を議題 といた した

いと存じ ます。  

 それで は議案の 説明を お願い した いと思い ます。よろ しくお 願

いいたし ます。  

【山田公 園緑地課 長】  そ れでは、 ただいま 議題とな りまし た府

中都市計 画公園第 ２・２・ ３０号押 立町公園 の変更に 係る原 案に

つきまし て、ご説 明申し あげま す。  
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 本件は、 府中都 市計画 公園第２ ・ ２・３０号 押立町 公園に おき

まして、公 園区域 を拡張す るとと も に、公園機 能の向 上を図る た

め、隣接する 公共用 地と押 立町公園 の一部を 交換する ことに つい

て 、 押 立 町 公 園 の 変 更 に 係 る 原 案 を 作 成 す る も の で ご ざ い ま す 。 

 詳細に つきまし ては、 担当よ りご 説明申し あげます 。  

【小林公 園緑地課 緑化推 進係長】  お手元の 資料に基 づきま して 、

ご説明さ せていた だきま す。  

 資料の １ページ をご覧 くださ い。 １の趣旨 でござい ますが、 先

ほどご説 明させて いただ きまし たの で、２の原案 の主な 内容か ら

ご説明さ せていた だきま す。原案 の 主な内容 でござい ますが、 押

立町公園 の南側に 隣接す る公共 用地 、約７００平 方メー トルを 都

市計画公 園として 追加い たしま す。 また、公園 区域の うち東側 の

一部、約３０ ０平方 メート ルを都市 計画公園 から削除 いたし ます 。 

 （１） の名称と いたし まして は、 府中都市 計画公園 第２・ ２・

３０号押 立町公園 でござ います 。  

 （２）の 位置、（ ３）の 区域、（ ４ ）の面積に つきま しては 、別

図に基づ きご説明 させて いただ きま す。  

 恐れ入 りますが 、前方の スクリ ー ンをご覧 ください 。当該計 画

地の位置 図でござ います。 資料は ４ ページと なります 。図面の 表

示は、上が 北方向 となっ ておりま す 。計画地は 、府中市 押立町 四

丁目地内 でござい まして 、府中都 市 計画道路 ３・４・３ 号狛江 国

立線に隣 接した位 置でご ざいま す。  

 続きま して、当 該計画地 の計画 図 でござい ます。資 料は５ペ ー

ジになり ます。図 中右下の 凡例に ご ざいます とおり、 太線が当 該
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計画区域、 右下が り斜線の 区域が 今 回追加す る区域、 黒点の区 域

が 、 今 回 、 削 除 す る 区 域 で ご ざ い ま す 。 当 該 計 画 区 域 の 面 積 は 、

変更前が 約０．１ ５ヘク タール、 変 更後が約 ０．１９ ヘクタ ール

となりま して、０ ．０４ ヘクタ ール の増にな ります。  

 恐れ入 りますが 、資料の ２ペー ジ をご覧く ださい。 都市計画 公

園の変更 計画書で ござい ます。都 市 計画公園 の種別は 、街区公 園

で ご ざ い ま す 。 名 称 で ご ざ い ま す が 、 番 号 は 第 ２ ・ ２ ・ ３ ０ 号 、

公園名は 押立町公 園でご ざいま す。 位置は、府 中市押 立町四丁 目

地内、面積 は、約 ０．１９ ヘクタ ー ルでござ います。 備考は、 公

園内の施 設等を示 してお りまし て、 園路、広場 、休養 施設、遊 戯

施設、便益 施設、 植樹帯で ござい ま す。区域に つきま しては、 計

画図表示 のとおり でござ います。 ま た、変更理 由は、公 園区域 を

拡張し整 形化を図 ること により、多 目的に活 用できる 空間と して

公園機能 を向上さ せるも のでご ざい ます。  

 続きま して、資 料の３ペ ージを ご 覧くださ い。新旧 対照表と い

たしまし て、種 別、名称 、位置 までは 変更ござ いません 。面 積は、

旧面積と して約０ ．１５ ヘクター ル 、新面積と して約 ０．１９ ヘ

クタール でござい ます。備 考は、区 域及び面 積の変更 を記載 して

おります 。  

 続きま して、変 更概要 といたし ま して、名称 は第２ ・２・３ ０

号押立町 公園、変 更事項 といたし ま して、１の 区域の 変更は、 計

画図表示 のとおり でござ います。 ２ の面積の 変更は、 約０．１ ５

ヘクター ルから約 ０．１ ９ヘク ター ルへの変 更でござ います 。  

 恐れ入 りますが 、資料の １ペー ジ へお戻り ください 。３の今 後
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の予定で ございま すが、都 市計画 法 に基づく 公告・縦 覧により 市

民の意見 を聞き、都 市計画 の変更に 向けた手 続を進め る予定 でご

ざいます 。  

 以上で 説明を終 わりま す。よろし くご審議 をお願い いたし ます 。 

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 以上、第３号 議案に つきまし て、説明を終 わりたい と思い ます。 

 これか ら審議に 入りた いと思 いま す。委員の皆 さんか ら何か ご

質問がご ざいまし たら、お 願いい た したいと 思います 。いかが で

しょうか 。○○委 員どう ぞ。  

【委員】  今回の 削除区域 につい て は、今後の 予定は どのよう に

なるので すか。  

【議長】  ご質問 がありま した削 除 区域につ いて、ご 説明をお 願

いしたい と思いま す。  

【山田公 園緑地課 長】  削 除する黒 点部分の 土地でご ざいま すが 、

これは府 中市の土 地とし て、別の公 共的な利 用に供さ れると いう

ことにな ってござ います 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いでし ょうか 。  

【委員】  ありが とうご ざいま す。  

【 議 長 】  他 に 何 か ご 質 問 は ご ざ い ま せ ん か 。 ○ ○ 委 員 ど う ぞ 。 

【委員】  今回、押 立町公 園を追 加 変更する というこ と、区 域の

変更を行 うという ことで、 この後、 事業化に 入ってい くと思 うの

ですが、１ ０月に パブリッ クコメ ン トが終わ ったばか りの、東 京

都と市も 入って、 公園緑地 の整備 方 針という ものをつ くって、 年
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末には正 式にでき 上がる と聞い てい るのです が、その中 にこの 押

立町公園 が入って いない 理由を 教え てもらい たいと思 います 。  

【議長】  お答え 願いた いと思 いま す。  

【山田公 園緑地課 長】  都 市計画 公 園・緑地の 整備方 針という も

の で ご ざ い ま す が 、 現 在 、 東 京 都 と 市 、 区 、 町 を 合 わ せ ま し て 、

共同で都 市計画公 園・緑地 の整備方 針の改定 作業を進 めてい ると

ころです が、こち らの整 備方針の 中 で、今後１ ０年間、 優先的 に

整備する 公園及び 緑地と いうも のを 定めてお りますが、 その中 に

は、この当 該押立 町公園に ついて は 入ってご ざいませ ん。この 都

市計画公 園・緑地 の整備方 針の優 先 的に整備 する公園 ・緑地と い

うものの 選定に当 たりま しては、平 成２３年 ７月１日 時点で 既に

都 市 計 画 決 定 を さ れ て い る 公 園 及 び 緑 地 の 中 か ら 選 定 す る と い

うことが ございま して、こ ちらの押 立町公園 はこれか らとい うこ

とでござ いますの で、整備 のリスト には載っ ていない という とこ

ろではご ざいます 。  

 今後、こ の都市 計画が決 定をす る 運びにな りました ら、その 優

先的に整 備してい く旨の ことに つい ては、東京都 とも協 議しな が

ら、整備に当 たって は優先 的に整備 する位置 付けをし てまい りた

いと考え ておりま す。  

 以上で す。  

【委員】  今後、東 京都と 計画決 定 後にいろ いろ、整 備に当 たっ

て協議さ れるとい うこと なので、 こ の後、決定 してか ら整備に 取

りかかる というこ とにつ いては、特 に支障な く整備が 進めら れる

と理解し て構わな いです か。  
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【議長】  お答え 願いま す。  

【山田公 園緑地課 長】  都 市計画 決 定後、整備 を行う ことにな り

ます。これ につき ましては 、その優 先的に整 備する公 園とい う位

置付けを、 今後、東 京都と 協議を し て進めて いく、も しそれ がな

された場 合におい ては、整 備につい ての何ら かの補助 が受け られ

るかどう か協議に なるか と思い ます 。現時点で は、まだ 確定と い

う状況で はござい ません が、それに ついて努 力してい きたい と考

えており ます。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いでし ょうか 。  

【委員】  はい。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。  

 ほかに 何か。○ ○委員 どうぞ 。  

【委員】  お願い します。 公園のあ り方につ いて確認 をさせ てい

ただきた く思いま す。  

 １点は、 住民参 加型の公 園づく り というこ とで、府 中市のモ デ

ルで、市内で も増や してい こうとい う方向性 があった かと思 うの

です。それ につい て、こち らの公園 はどのよ うな位置 付けで 考え

ているの かという ことで すね。  

 それと もう一つ は、防災 の視点で の公園の あり方と いうこ とに

ついて、３ ．１１以 降の今 年度、ど のような 公園づく りを市 とし

ても進め ようとし ている のか、その ことにつ いて伺い たいと 思い

ます。  

 それと、 先ほど の点々の 部分で す とか、あと 南側の ちょっと 角
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ばったと ころで道 路に面 してい ると ころは、これ も市の 土地だ と

思うんで すが、こ の公園の 機能と、 その点々 の部分と 下の四 角の

ところを かけ合わ せて、こ のエリア は何か公 園を含め た構想 を持

っての今 回の決定 の方向 を示し てい るのか、ちょ っと全 体がわ か

らないの で、教え てくだ さい。  

 以上で す。  

【議長】  ３点、 お願い いたし ます 。  

【山田公 園緑地課 長】  １ 点目の住 民参加の 公園整備 の考え 方と

いうこと でござい ますが、 整備に 当 たりまし ては、住 民の意向 を

確 認 し な が ら 設 計 等 を 進 め 整 備 に 当 た っ て い き た い と い う こ と

は、十分 検討して まいり たいと 思い ます。  

 次に、２ 点目の 防災の視 点とい う ことでご ざいます が、さき の

大震災に おきまし ても、公 園のいわ ゆる防災 上の拠点 の位置 づけ

というも のが大変 注目を されて おり ますので、こ の公園 の整備 に

当たって も、防災機 能面の 設備など というも のも検討 に入れ なが

ら、整備 に当たっ ていき たいと 考え てござい ます。  

 次に、白 抜きと いいます か、欠け ている部 分を含め た土地 とい

うことで ございま すが、斜 線部分の 左下に欠 けている 部分が ござ

いますが、 これも 府中市 の公共用 地 でござい ます。た だし、こ ち

ら に つ い て は 、 所 管 が 別 の と こ ろ で ご ざ い ま す が 、 全 体 と し て 、

点 線 で 削 除 す る 部 分 も 含 め ま し て 、 す べ て 市 の 土 地 と な り ま す 。

もしくは、 公共施 設になる という こ とで、ここ は一体 的に市の 公

園を含め た市の施 設が集 結する こと になると 考えてお ります 。  

 以上で ございま す。  
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【委員】  では、も う少し 具体的 に 、住民参加 型の公 園づく りを

具体的に どのよう に進め ようと して いるのか、 また、防 災の視 点

というこ とで、も う少し具 体的に、 以前はか まどスツ ールと かと

いう、座れ るいす をちょっ と出し た りという のですけ れども、 最

近のエネ ルギーの 利用の 仕方と して 、何か工夫し ている ような こ

と が あ る の で は な い か と 思 っ た り す る の で す が 、 そ の こ と と か 、

具体的に もう少し 教えて いただ けれ ばと思い ます。  

 また、全 体とし て、どの ように 公 園を整備 するかと いう、 目的

は違うか もしれな いので すけれ ども 、そこを含め ての一 体化と い

うふうに もとらえ たので すが、その エリアと してどう したい のか 、

それも含 めて具体 的なと ころを 教え てくださ い。  

【議長】  具体的 なこと はわか りま すか。ど うぞ。  

【山田公 園緑地課 長】  具 体的な公 園の防災 機能とい うこと でご

ざ い ま す が 、 さ き の 震 災 に お い て も 、 公 園 の 位 置 づ け と し て は 、

い わ ゆ る 地 域 の 復 興 の 拠 点 と な る と い う よ う な 使 わ れ 方 も し て

ご ざ い ま す 。 た だ 、 こ ち ら の 公 園 、 拡 張 し た 後 の 広 さ と し て は   

０．１９ ヘクタ ールと いう規模 の中 で、防災 性の機 能とい うもの、

例えば先 ほど出ま したよ うに、か ま どベンチ ですとか 、マンホ ー

ルトイレ とか、そうい った具体 的な 防災機能 、設備 という ものは、

今後、検 討してま いりた いと考 えて ございま す。  

 以上で ございま す。  

【楠本管 理課長】  公園の 関係の ご 質問で、少 し都市 計画と外 れ

ますが、公 園の運 用に関 しまして は 、地域、自 治会と一 緒に取 組

んでいる ケースが 非常に 多くご ざい ます。その 関係で、 その自 治
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会での運 用、管理 を含めて 、市と一 緒にやっ ていこう という こと

で、公園の 委託等 を行って おりま す が、そうい ったも のを拡充 し

ながら運 用に対応 してま いりた いと 、そのように 考えて ござい ま

す。  

 以上で ございま す。  

【委員】  全体の 使い方に ついて は 、あまりち ょっと 詳細は伺 え

なかった のですが、 今回は 公園の都 市決定に ついてと いうこ とで 、

しかしな がら、や はり住民 にとっ て は、ここの 場所が あるとい う

ことだけ でなくて、 やはり ソフトの 部分をど うするか という こと

が重要な 役割を持 ってく るとい うふ うに思い ますので、 少し方 向

としてお 話を伺い ました 。状況は 、 多岐にも わたる内 容か、 また

ナイーブ な内容で もある と思い ます ので、この辺 で質問 を終わ り

ます。  

 最後に ちょっと 要望で はあり ます 。先ほどの、 やはり 都市計 画

マスター プランの 件にも なるの です けれども、公 園づく りとい う

ことで、こ ういう ふうに新 たに広 げ たりとい う、やは り市民が ど

う使うか というこ とで、あ あいう地 域別の市 民懇談会 が継続 して

あること によって、 こうい う場所を どういう ふうに使 うかと いう

のも議論 できるか という ふうに 思い ます。です から、先 ほどの 話

に加えま して、やは り都市 計画マス タープラ ンの地域 別に話 し合

ってきた、 その住 民をもっ と膨ら ま せる形で、 より多 世代の意 見

を聞くよ うな、そ ういう機 会の継 続 性という ものを、 ぜひとも さ

らにこう いう公園 づくり に関し ても 思いまし たので、よ ろしく 進

めていた だきたい という ふうに 思い ます。  
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 以上、 意見でご ざいま す。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。  

他にご質 問ありま すでし ょうか 。  

（「なし」 の声）  

【議長】  ご質問 が終わ ったよ うで すので、 第３号議 案につ いて

採決をし たいと思 います 。  

 第３号 議案、府 中都市 計画公 園第 ２・２・ ３０号押 立町公 園の

変更につ きまして、 原案の とおり決 すること でよろし いでし ょう

か。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいま した 。異議な しという ことで 、原

案のとお り決した いと思 います 。あ りがとう ございま した。  

 続きま して、日 程第４ でござ いま すが、そ の他とい うこと でご

ざいます。 事務局 側から 何かござ い ませんで しょうか 。はい、 ど

うぞ。  

【髙島計 画課都市 計画担 当主査】 事務局か らは２点 ござい ます。 

 １点目 は、府中 都市計 画生産 緑地 地区の変 更予定に ついて 、２

点目は次 回の開催 日程に ついて ご報 告させて いただき ます。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 では、１ 点目から 説明を お願

いいたし ます。  

【小林公 園緑地課 緑化推 進係長 】  今後、生 産緑地地 区の削 除変

更が予定 されてい るもの につき まし て、本日、お 手元に お配り し

ておりま す、右上に 資料と 入ってお ります府 中都市計 画生産 緑地

地区の変 更（削除） 予定に ついてに よりご報 告させて いただ きま
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す。  

 次のペ ージの地 図をご 覧くだ さい 。右下に凡 例がご ざいます が、

黒丸でお 示しして ござい ます部 分が 、生産緑地法 第１０ 条の規 定

に基づく 買取りの 申出の 手続が あり 、現在、生産 緑地と しての 制

限が解除 されてい る地区 でござ いま す。  

 １ペー ジ目をご 覧くだ さい。 押立 町地区、 場所は、 中央自 動車

道の南側、押 立文化 センタ ーの南東 側に位置 した地区 でござ いま

す。  

 ２ペー ジ目をご 覧くだ さい。 住吉 町地区、 場所は、 京王線 の北

側、鎌倉 街道の西 側に位 置した 地区 でござい ます。  

 ３ペー ジ目をご 覧くだ さい。 西府 町地区、 場所は、 日本電 気株

式会社府 中事業場 の北側、 南武線西 府駅の西 側に位置 した地 区で

ございま す。  

 この生 産緑地地 区につ きまし ては 、都市計画 の削除 変更とし て、

平 成 ２ ４ 年 度 ４ 月 開 催 予 定 の 本 審 議 会 に 付 議 す る 予 定 で ご ざ い

ます。  

 以上で ございま す。  

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 今、１ 点目につ いてご 報告が ござ いました 。１点目 につき まし

て、何か ご意見ご ざいま せんで しょ うか。  

（「なし」 の声）  

【議長】  ないよ うです ので、 ２点 目をご説 明願いた いと思 いま

す。  

【髙島計 画課都市 計画担 当主査 】  ２点目と いたしま して、 次回
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の開催日 程につい てご説 明いた しま す。  

 次回の 開催は１ 月下旬 を予定 して おり、審 議事項と いたし まし

て、府中都市 計画地 区計画 日新町四 丁目地区 地区計画 の素案 及び

用 途 地 域 等 の 変 更 に か か わ る 素 案 、 並 び に 府 中 都 市 計 画 公 園 第

２・２・ ３０号押 立町公 園の変 更を 予定して おります 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  ありが とうご ざいま した 。２点報 告がござ いまし た。

何かご質 問がござ いまし たら、お 願 いしたい と思いま す。よろ し

いでしょ うか。あ りがと うござ いま す。  

 最後に なりまし たが、 各委員 さん の中から 何かご提 案がご ざい

ましたら 、お願い したい と思い ます 。○○委 員どうぞ 。  

【委員】  都市計 画審議 会でい ただ く資料等 ですけれ ども、 基本

的に都市 計画法に 基づく、 いわゆる 都市計画 図書とい われる もの

が提出さ れていま すけれ ども、こ れ の理解を 助けるた めに、例 え

ば現況写 真、パー スや建築 模型、そ ういった ものを補 助書類 とし

ていただ ければ、も う少し 実質的な 議論がで きるので はない かと

思うので すけれど も、要望 ですけ れ ども、そう いう資 料がいた だ

ければと いうこと なので すが、それ に対する 意見をち ょっと お聞

きしたい のですけ れども 。  

【議長】  今、要 望がご ざいま した が、どう でしょう 。検討 して

いただけ ますか。  

【松村計 画課長】  今、 ○○委 員か らありま した、次 回の審 議会

に向けて の要望と いうこ とで、写 真 や模型、パ ース等 でござい ま

すが、これ につき ましては 検討し て 、できるも のは対 応してい き
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たいとは 思います 。  

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 ほかに 、その他 という ことで よろ しいでし ょうか。  

（「なし」 の声）  

【議長】  本日の 議案は 、すべ てこ れで終わ ったと存 じます 。  

 きょう はお忙し い中、 このよ うに ご出席賜 りまして 、大変 あり

がとうご ざいます 。  

 これで 終わりた いと存 じます 。  

午後３時 ０５分  閉会  
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以上、会 議のてん 末を記 載して その 相違ない ことを証 するた め、

ここに署 名する。  

 

 

議   長    ○   ○   ○   ○  

 

 

委   員    ○   ○   ○   ○  

 

 

委   員    ○   ○   ○   ○  

 


